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平成 30 年分以降の所得税の配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました 
        

 
 
 
 
2018 年 1 月からこの配偶者控除と配偶者特別控除の適用条件が大幅に変わりました。 
(1)配偶者控除の改正 

本人の合計所得金額が 1,000 万円の納税者は配偶者控除を受けられないなど、本人の合計所得金額

に応じて控除額が逓減又は消失することとなりました。 

※下記(表 2)の配偶者控除の欄参照 

(2)配偶者特別控除の改正 

所得控除額 103 万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が給与収入 105 万円から給与収入

150 万円に引き上げられました。 

(ただし、配偶者控除と同様に、本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減又は消失することになっ

ています。) ※下記（表２）の配偶者特別控除の欄参照 

 

 

 

 

 

 

配偶者控除と配偶者特別控除を所得税だけでなく住民税、公的年金保険料、家族手当などに配慮して総合
的に考え、働き方を選んでいきましょう。 

 

 
【お問い合わせ】 エフコープ 組合員活動部 ＬＰＡ活動事務局 

く ＴＥＬ：０９２－９４７―９００３ ＦＡＸ：０９２－９４７―９１９２し見直し委員

201.6 万円から配偶者特別控除が無くなります。 

〈納税者本人と所得控除の関係〉 

〈財務省資料より〉 

「配偶者控除」とは、所得のない、あるいは所得の少ない配偶者を持つ人の税金を安くする制度で

す。また、「配偶者特別控除」とは、配偶者控除の設定している条件よりも所得がやや高い配偶者を

持つ人に対して、やはり税金を安くする制度です。 

表１ 

表２ 
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